
玉野市 

理学療法士、作業療法士及び介護福祉士理学療法士、作業療法士及び介護福祉士  

奨学資金貸付について奨学資金貸付について  

 

【対象者】 

理学療法士、作業療法士または介護福祉士の養成所に在学する人で、将来、玉野市内

の施設や事業所での勤務を希望している人。 

 

【貸付額】 

　　月額２万円 

 

【貸付期間】 

　　正規の修学期間内（1 年間～４年間） 

 

【募集人数】 

　　理学療法士 

作業療法士　のうち２名以内 

介護福祉士　 

 

【申請時に必要なもの】 

① 奨学資金貸与申請書（様式第１号） 

 

○募集期間　　　　　・・・　４月１日（水）～４月３０日（木） 

※申込者多数の場合は抽選により決定します。 

 

○抽選会、貸与決定　・・・　６月中旬 

　※申込者が２名以内の場合は募集期間終了後に貸与決定を行います。 

 

【貸与決定後に必要なもの】 

① 奨学資金貸与請書（様式第２号） 

② 奨学資金請求書（所定の様式をお渡しします。） 

※支給決定期間中は毎年請求書の提出をお願いします。 

 

【貸与期間満了後に必要なもの】 

① 奨学資金借用証書（様式第３号） 

② 奨学資金返還明細書（様式第４号） 

　（返還開始は期間満了翌月から起算して６月を経過してから開始します。） 

③ 奨学資金返還猶予申請書（様式第６号） 

卒業後、玉野市内の社会福祉施設等おいて理学療法士、作業療法士、介護福祉士の 

業務に従事した場合、奨学資金の返還が猶予されます。 

 
（裏面へつづく）



※返還猶予申請後について 

返還猶予を受けた後は、返還猶予期間の就業状況の確認をさせていただきます。 

 

奨学資金返還の免除が受けられる場合 

【猶予期間満了後に必要なもの】 

① 奨学資金返還免除申請書（様式第５号） 

（市内の社会福祉施設等へ３年間従事した等の理由により返還を免除する場合） 

 

●全部免除 

○養成所を卒業後１年以内に市内の社会福祉施設等において理学療法士、作業療法士又は

介護福祉士としての業務に従事し、その引き続き従事した期間が３年に達したとき。 

○市内の社会福祉施設等に在職中に業務により死亡し、又は業務に起因する心身の故障の

ため免職されたとき。 

 

●全部又は一部免除 

○貸与を受けた期間に相当する期間以上市内の社会福祉施設等において理学療法士、作業

療法士又は介護福祉士としての業務に従事したとき。 

○死亡、災害、疾病その他やむを得ない事情により奨学資金を返還することが著しく困難

であると市長が認めたとき。 

※免除される額については、長寿介護課までお問い合せください。 

 

奨学資金の返還が生じる場合 

次に該当することとなった場合には、奨学資金の返還が必要になりますので、十分注意

してください。 

特に、就業後３年到達前に退職等があった場合は、すみやかに報告願います。 

○死亡、退学等により奨学資金の貸与を中止されたとき。 

○養成所を卒業した後市内の社会福祉施設等において理学療法士、作業療法士又は介護福

祉士としての業務に従事しない期間が１年に達したとき。 

○市内の社会福祉施設等において理学療法士、作業療法士又は介護福祉士としての業務に

従事しなくなったとき。 

※返還が生じて、返還すべき日までに返還しなかった場合、日数に応じた延滞利息が必要

となりますので、注意してください。 

 

 
（お問い合わせ） 

玉野市　健康福祉部　長寿介護課 

TEL　0863-32-5537 

FAX　0863-32-5526 

MAIL　choju@city.tamano.lg.jp

社会福祉施設等とは… 

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123 号）第 5 条に規定する障害者支援施設 

(2)児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 条）第 7 条に規定する児童福祉施設 

(3)老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 15 条に規定する老人福祉施　　

設 

(4)介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）に規定する介護サービス事業者の

運営する事業所又は施設


